
各回ごとに全問出題論点を指定！
苦手意識のある分野について
厚めの予習を行うことで、
効率よく必須論点をひと回し！

第１回 第２回 第３回

民
法

1 未成年者

民
法

1 共有

民
法

1 債権の目的
2 被後見人・被保佐人・被補助人 2 共有の内部関係と外部関係 2 債権者代位権
3 失踪宣告・不在者財産管理人 3 共有物分割 3 詐害行為取消権
4 心裡留保・錯誤 4 地上権① 4 債務引受・履行引受
5 民法第94条第２項 5 地上権② 5 債権譲渡特例法
6 意思表示 6 地役権 6 連帯債務
7 無効・取消し・追認 7 用益物権 7 連帯保証
8 代理一般 8 留置権① 8 弁済
9 復代理 9 留置権② 9 同時履行の抗弁権

10 表見代理 10 先取特権 10 解除
11 無権代理と相続 11 先取特権の順位 11 売買
12 条件・期限 12 動産質権 12 賃貸借
13 取得時効 13 債権質 13 委任
14 消滅時効 14 不動産質権 14 不当利得
15 時効の援用 15 担保物権一般 15 不法行為
16 一物一権主義 16 抵当権の効力 16 婚姻の解消
17 物権的請求権 17 法定地上権 17 夫婦の財産関係
18 不動産物権変動と登記 18 代価弁済・抵当権消滅請求 18 認知
19 相続と登記 19 物上代位 19 普通養子
20 動産物権変動 20 抵当権侵害 20 特別養子
21 明認方法 21 抵当権の処分・順位変更 21 氏
22 混同 22 抵当権と第三者 22 扶養
23 占有権の効力 23 共同抵当 23 親族全般
24 自主占有と他主占有 24 根抵当権 24 相続欠格及び廃除
25 占有訴権 25 根抵当権の元本確定 25 相続分の計算
26 即時取得 26 極度額減額請求・根抵当権消滅請求 26 遺産分割
27 相隣関係 27 根抵当権の変更・処分 27 相続の承認及び放棄
28 公道に至るための他の土地の通行権 28 抵当権と根抵当権の比較 28 遺言
29 添付 29 譲渡担保① 29 特定遺贈・包括遺贈
30 所有権一般 30 譲渡担保② 30 遺留分

第４回 第５回

不
動
産
登
記
法

1 時効取得による所有権の登記

不
動
産
登
記
法

1 登記事項
2 相続の登記 2 登記申請の方式
3 遺産分割協議・寄与分協議に関する登記 3 電子申請
4 相続人の不存在 4 単独申請による登記
5 所有権の保存の登記 5 判決による登記①
6 農地についての所有権の登記 6 判決による登記②
7 買戻しの特約の登記 7 代位による登記
8 所有権の登記全般 8 一の申請情報による登記の申請
9 抵当権の設定の登記 9 登記名義人の氏名変更登記等の登録免許税

10 抵当権の処分の登記 10 登録免許税
11 順位の変更の登記 11 登記の申請の却下・取下げ
12 抵当権の移転の登記 12 登記完了証等
13 共同抵当権の登記 13 登記記録等の各種証明書及び写し
14 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 14 不正登記防止申出
15 抵当証券 15 審査請求
16 根抵当権の処分の登記 16 登記原因の日付
17 根抵当権の変更・抹消の登記 17 登記原因証明情報
18 共同根抵当権の登記 18 登記識別情報
19 根抵当権の登記全般 19 事前通知・本人確認情報
20 抵当権と根抵当権の比較 20 株式会社の利益相反取引
21 先取特権・質権の登記 21 親子間の利益相反行為
22 用益権の登記事項 22 印鑑に関する証明書
23 借地借家法に関する登記 23 会社法人等番号
24 仮登記全般 24 添付情報全般
25 担保仮登記 25 添付情報の原本の還付
26 仮登記に基づく本登記 26 抹消の登記
27 仮登記の抹消 27 主登記・付記登記
28 仮登記の更正・抹消 28 処分禁止の仮処分
29 区分建物に関する登記 29 前提としての登記の要否
30 信託の登記 30 嘱託・職権による登記

■精撰答練［必須論点択一編］　詳細出題論点
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からの予習のポイント森山和正専任講師

第６回 第７回 第８回

会
社
法

1 会社成立前の定款

会
社
法

1 持分会社の社員

商
業
登
記
法

1 監査役・監査役会・会計監査人の登記
2 発起人による出資 2 合名会社・合資会社 2 指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社の登記
3 設立時役員等・設立時代表取締役 3 合同会社 3 役員等の損害賠償責任に関する登記
4 株式会社の設立（全般） 4 持分会社の管理 4 株式会社の資本金の額の変更の登記
5 取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付種類株式 5 持分会社の清算 5 株式会社の解散・清算等に関する登記
6 譲渡制限株式 6 社債 6 商号・目的・公告方法の登記
7 株式等売渡請求 7 組織変更 7 株式会社の本店移転・支店・支配人の登記
8 株式買取請求権 8 合併 8 特例有限会社の登記①
9 自己株式の取得 9 株式交換・株式移転 9 特例有限会社の登記②

10 株式の併合・株式の分割・株式無償割当て 10 吸収型組織再編 10 持分会社の社員の加入・退社の登記
11 単元株式数 11 新設型組織再編 11 合同会社の登記
12 募集株式の発行① 12 略式組織再編・簡易組織再編 12 持分会社の解散・清算等に関する登記
13 募集株式の発行② 13 会社法上の訴え 13 合併の登記
14 新株予約権

商
法

14 商人の商号 14 会社分割の登記
15 株主総会・種類株主総会 15 問屋・仲立人 15 株式交換・株式移転の登記
16 取締役・取締役会 16 商行為 16 吸収型組織再編の登記
17 特別取締役による議決の定め又は取締役会 17 運送営業・倉庫営業・場屋営業 17 新設型組織再編の登記
18 監査役・監査役会・会計監査人

商
業
登
記
法

18 発起設立の登記 18 組織再編の登記（全般）
19 会計監査限定の定めのある監査役 19 募集設立の登記 19 一般社団法人の登記
20 会計参与 20 株式会社の設立の登記の添付書面 20 一般社団法人・一般財団法人の登記
21 監査等委員会設置会社 21 株式の譲渡制限に関する規定の登記 21 外国会社の登記
22 指名委員会等設置会社 22 発行可能株式総数・発行可能種類株式総数の登記 22 個人商人の登記（全般）
23 役員等の損害賠償責任 23 株式に関する登記 23 個人商人の支配人の登記
24 資本金の額の減少等 24 種類株式に関する登記 24 未成年者・後見人の登記
25 会計帳簿等 25 募集株式の発行の登記 25 商業登記の添付書面
26 剰余金の配当 26 取得請求権付株式等の取得による株式等の発行 26 印鑑の提出等
27 株式会社における備置き・閲覧等 27 新株予約権の登記 27 商業登記の登録免許税
28 事業譲渡等 28 取締役・代表取締役・取締役会の登記 28 商業登記の効力
29 株式会社の解散・清算① 29 特別取締役による議決の定めの登記等 29 商業登記の更正・抹消
30 株式会社の解散・清算② 30 会計参与・会計監査人の登記 30 商業登記のオンラインによる手続

第９回 第10回

民
訴
法

1 管轄

供
託
法

1 供託物と供託所
2 訴訟代理 2 供託の管轄
3 二重起訴の禁止 3 供託原因全般
4 弁論主義 4 供託申請手続
5 弁論準備手続 5 供託成立後の供託関係の変動
6 当事者の欠席 6 払渡請求の添付書類
7 証人尋問・当事者尋問 7 執行供託全般
8 既判力の客観的範囲 8 仮差押解放金と仮処分解放金
9 相殺の抗弁 9 特殊な供託手続

10 訴えの取下げ・請求の放棄 10 供託官の処分に対する不服申立て
11 判決

憲
法

11 天皇及び皇室
12 共同訴訟 12 公共の福祉
13 訴訟参加 13 幸福追求権
14 上訴 14 職業選択の自由
15 即時抗告 15 財産権の制限と補償
16 簡易裁判所における特則 16 国会
17 同意・承諾の要否 17 内閣の法律案提出権
18 書面を要する行為 18 司法権の限界

民
執
法

19 不動産執行 19 地方自治
20 債権執行 20 条約
21 執行抗告・執行異議

刑
法

21 罪刑法定主義
22 第三者異議の訴え 22 正当防衛・緊急避難

民
保
法

23 保全命令 23 間接正犯
24 仮差押えの執行 24 共犯
25 仮処分の執行及び効力 25 実行の着手
26 不服申立手続全般 26 窃盗罪

司
書
法

27 司法書士の登録の拒否又は取消し 27 詐欺罪
28 司法書士の業務 28 横領罪・背任罪
29 司法書士の欠格事由 29 賄賂罪
30 司法書士法人全般 30 国家の作用に対する罪

　精撰答練［必須論点択一編］

　まず、出題範囲表を使って、本答練の各回の出題範囲（30分野）を確認してください。そして、その範囲について、各自の
インプットテキストの読み込みをしてください。そのときには、答練で満点をとることを目指して、一つひとつの知識を理解
して覚えるようにしましょう。次に、時間に余裕がある方は、該当範囲の択一過去問を解いてください。間違えた問題・わか
らなかった問題については、各自のテキストに戻って確認しましょう。
　なお、本答練受講後は、復習となりますが、本答練は、仮に本試験で出題されたならば「基準点突破経験者正答率70％以上」
の問題がほとんどを占めます。合格のためには落とせない問題ということです。間違った問題は、各自のテキストに戻って確

認をし、しっかり頭に入れてください。また、ケアレスミスがあれば、どうして間違えたのか、どうすれば間違えなかったのか、対策を立てて
おきましょう。
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